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海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例

従前

「海外大学卒業等の一定の要件」を満たす外国人留学生が、成田市から「適正校等の一定
の要件」を満たすことの確認を受けた成田市内の日本語教育機関を卒業した後も就職活動
の継続を希望する場合に、就職活動継続のための在留資格「特定活動」を認める特例

海外

高校
卒業

4年（＋2年）

海外の大学
（＋大学院）

留学

日本

1年～2年

日本語教育機関

【留学】

(在留中に就職活動)

特例を活用することにより外国人留学生の日本企業への就職を促進し、海外の大学・大学
院を卒業した優秀な外国人留学生の受入れ促進、地域の国際競争力の強化へ

卒業後、就職活動継続を
目的として長期在留する
ための在留資格なし

帰国又は留学継続

特例

就職活動継続

【特定活動】

最大1年 日本企業就職

【高度専門職】
【技術・人文知
識・国際業務】等

一定の要件の下、就職活動継続を認める
【一定の要件（一部）】
・法務省告示に掲げる日本語教育機関であること
・直近3年間、地方出入国在留管理局から「適正
校」である旨の通知を連続して受けている日本
語教育機関であること

・職業安定法に基づく職業紹介事業の許可等を取
得等している日本語教育機関であること

【】：在留資格
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